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流山市要介護認定等に関係する作業業務委託募集要項 

 

Ⅰ 公募の趣旨及び業務概要 

  

１ 公募の趣旨 

流山市では、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要介護認定(要支援認

定、区分変更認定を含む。以下同じ。)等に関係する作業業務について、民間の力を活

用し、業務の効率化を図ることを目的として業務委託を実施しており、委託事業者の

選定については、適切な知識と技能を持ち業務を遂行できる事業者を選定するため、

平成２５年度より公募型プロポーザル方式により行ってきたところです。 

令和４年度からの業務委託を実施するにあたり、委託事業者の公募を行います。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務の名称   

流山市要介護認定等に関係する作業業務委託 

（２）委託期間     

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。ただし、契約締結日の翌 

日から令和４年３月３１日までは準備期間とします。 

（３）委託金額 

本業務における業務委託費は、３年総額で７１，３９９，０００円（税抜）以 

内とします。 

（４）業務内容 

別紙仕様書のとおり 

 

Ⅱ 応募及び参加認定 

 

 １ 参加資格 

   公募型プロポーザルに参加できる者は、本募集要項公表の日から参加申込書提出日

までの間において、次の全ての条件を満たすものとします。 

（１）法人格を有する法人であること。 

（２）要介護認定について介護保険法に基づいた適切な理解を有するとともに、公平

かつ公正な要介護認定業務の実施のために、要介護認定に関する事務作業を遂行

できる能力を確実に備えており、過去５年以内に要介護認定等に関係する作業業

務委託又は類似する業務委託について、年間２０，０００，０００円（税込）以

上での契約実績を有すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同施行令第１

６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

（４）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過していない者、また 
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は、本業務の提案書提出日の前６か月以内に不渡り手形若しくは不渡り小切手を出 

していないこと。 

（５）次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律 

第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものを 

いう。以下同じ。）又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。 

イ 役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれに準 

 じる者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経 

 営に実質的に関与しているとき。 

ウ 役員が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に 

    損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するな 

どしているとき。 

エ 役員が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を 

供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい 

るとき。 

オ 役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し 

ているとき。 

カ 役員が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する 

などしているとき。 

（６）流山市長から指名停止を受けていないこと。 

（７）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請していない、または、

同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請していない、または、 

同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。 

（９）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立てをしていな 

い、または、同法に基づく裁判所からの破産手続開始決定がなされていないこと。 

（１０）直近１年間に法人税、消費税及び地方消費税、流山市税の滞納がないこと。 

 

２ 応募方法 

（１）参加表明 

本件に参加する意思がある場合には、以下の書類を提出していただきます。 

提出書類については、Ａ４縦長ファイルに綴じたものを１部作成し、事務局に持

参してください。また、ファイルの表紙に業務委託名と法人名、背表紙に法人名

を記載し、各様式及び関係書類ごとにインデックスをつけてください。 

 なお、提出していただいた、法人概要（様式１－２）及び類似業務の実績（様

式１－３）については、事業者選定委員会でのプレゼンテーションにおいても使

用するため、その点を考慮して、資料の作成を行ってください。 

ア 参加表明書兼誓約書（様式１－１）
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イ 関係書類 

① 法人概要（様式１－２） 

② 類似業務の実績（様式１－３） 

③ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類（一般的なもの） 

④ 法人の登記事項証明書（履歴全部事項証明書）※ 

⑤ 印鑑証明書※ 

⑥ 直近１年間の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「納税証明 

  書その３の３」※ 

⑦ 直近１年間の流山市税の納税証明書※ 

（市内に事務所がない等により、納税額がない場合にはその旨を記載 

した申立書） 

⑧ 参加表明関係書類を提出した日の属する事業年度の前年度及び前々 

年度における財務諸表（※キャッシュフロー計算書は必須とします） 

※④、⑤、⑥、⑦については、提出日の３か月以内に発行したもの。 

（２）応募書類の受付期間及び場所 

応募書類は、下記により持参してください（郵送は不可とします）。 

ア 受付期間 

    令和３年９月２８日（火）午前９時から 

令和３年１０月２７日（水）午前１１時まで 

（土・日曜、祝日を除く）の午前９時から午後５時まで 

ただし、最終日は午前９時から午前１１時までとする。 

イ 受付場所  

「Ⅶ 問い合わせ先及び書類の提出先」のとおり 

（３）質疑回答 

この募集要項及び仕様書等の内容に不明な点がある場合には、以下の手順にて 

質問を行ってください。 

ア 質問方法  

質問は、質問票（様式１－４）に質問内容を記入のうえ、事務局へ持参、 

郵便、ＦＡＸ又は電子メールにて提出してください。なお、質問の回数は 

１回限りとし、電話や口頭による質問は受け付けません。 

     ※電子メール又はＦＡＸで質問をする場合には、必ず事務局に到着を確 

      認してください。 

イ 受付期間 

       令和３年９月２８日（火）午前９時から 

令和３年１０月１３日（水）午後５時まで 

午後５時まで。郵送の場合は、令和３年１０月１３日（水）必着。 

ウ 回答日及び回答方法 

令和３年１０月２０日（水）にホームページに掲載し、電話及び窓口 
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       での個別対応は行いません。 

（４）応募に関する留意事項 

ア 応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の負担 

とします。また、不測の事態又は流山市の事情により、本要項に基づく事業

者の選定が延期又は中止となった場合においても、当該費用は、応募事業者 

の負担とします。 

イ 応募事業者は、一つの提案しか行うことができません。 

ウ 提出した応募書類については、内容を変更することはできません。 

エ 応募書類の返却は行いません。 

オ 提出された書類の著作権は応募者に帰属しますが、必要に応じ複写します。 

なお、応募書類の使用は、選定委員会等において、選定の検討にあたり必要 

と認める範囲に限ります。 

カ 提出された書類は、情報公開の請求により流山市情報公開条例（平成１３ 

年条例第３２号）に基づき開示することがあります。 

キ 提出書類に不備がある場合には、事前に事務局まで連絡のうえ、速やかに 

差し替えなどの対応を行ってください。 

（５）無効又は失格 

     以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかった。 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない。 

ウ 虚偽の内容が記載されているのが判明した。 

エ 本要項に違反すると認められる。 

 

３ 参加認定 

（１）参加資格の確認 

提出された応募書類の内容により、参加資格を有するかどうか確認します。 

（２）参加認定の通知 

審査の結果、参加が認定された応募者に対しては、参加認定及びプレゼンテー 

ション日時等の通知を行います。なお、参加が認定されなかった場合であっても、

その旨の通知を行います。 

 

Ⅲ 企画提案及び契約 

 １ 企画提案 

（１）企画提案書の提出 

参加認定の通知を受けた応募者は、次の書類をＡ４縦長ファイルに綴じたもの 

を企画提案書として８部（正本１部、副本７部）作成し、持参してください（郵 

送は不可とします）。また、提出にあたり、ファイルの表紙に業務委託名と法人 

名、背表紙に法人名を記載し、各様式及び関係書類ごとにインデックスをつけて 
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ください。 

ア 提出書類 

① 企画提案書（様式２） 

② 職員配置（様式３） 

③ 業務の実施体制（様式４） 

④ 業務の実施方針（様式５） 

⑤ 業務に対する提案（様式６） 

⑥ 見積書及び内訳書（任意様式） 

     ※見積書及び内訳書作成における注意点 

      見積書には委託料の総額（税抜き）を、内訳書には各年の委託料の 

明細を記載してください。       

   イ 受付期間 

令和３年１１月８日（月）から令和３年１１月２５日（木） 

（土・日曜、祝日を除く）の午前９時から午後５時まで 

ウ 受付場所 

「Ⅶ 問い合わせ先及び書類の提出先」のとおり 

（２）プレゼンテーションの実施 

企画提案書を提出した事業者には、以下のとおりプレゼンテーションを実施 

していただきます。企画提案書、プレゼンテーション、質疑応答の内容等を総 

合的に審査し、本業務に最もふさわしい事業者を優先交渉権者として決定します。 

ア 日時 

令和３年１２月２４日（金）を予定しています。 

会場、時間等の詳細については、参加認定の通知と合わせて通知します。 

イ 進行 

企画提案書、プレゼンテーション用資料に基づく説明（２０分以内）の実 

施後内容に関する質疑応答（１０分）を行います。説明の途中であっても、 

説明時間が２０分を超えた時点で説明を終了していただきます。 

ウ 備品 

スクリーン、プロジェクター（HDMI、D-Sub接続）及びケーブルは、事務 

局にて用意します。ＰＣやポインター等の必要な備品については、各提案者 

で準備してください。 

エ その他  

① プレゼンテーション当日の参加人数は３名以内とします。 

② 説明については、事前に提出していただいた企画提案書をもとに実施 

してください。 

（３）選定基準及び配点  

事業者選定に関する選定基準及び配点については、「要介護認定等に関係す 

る作業業務委託公募型プロポール選定基準」のとおりです。 
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２ 詳細協議及び契約 

（１）優先交渉権者の決定 

プレゼンテーションの結果、最優秀とされた提案者を優先交渉権者に決定し、 

通知を行います。なお、次点となった提案者についても、その旨及び順位の通 

知を行います。 

（２）詳細協議 

最優秀交渉権者と詳細協議を行い、契約を行います。なお、協議が整わなか

った場合や優先交渉権者が辞退した場合には、次点とされた提案者と協議の上 

契約する事があります。 

 

３ 審査結果の公表 

（１）審査結果については、市のホームページにて公表します。 

   （２）審査結果について異議を申し立てることはできません。 

   （３）審査結果、審査内容に関する問い合わせには一切お答えできません。 

 

Ⅳ 辞退について 

参加表明後に辞退を希望する場合には、プレゼンテーション実施前日まで辞退届（様

式７）を持参してください。 
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Ⅴ 日程及び事務手続きの流れ 

 

１ 日程 

  提案の募集及び事業者の選定は、次の日程（予定）で行うものとします。 

募集要項の公表 

（流山市ホームページにて掲載） 

令和３年９月２８日（火）～ 

質問票の受付 令和３年９月２８日（火）～１０月１３日（水） 

質問に対する回答 

（ホームページにて掲載） 

令和３年１０月２０日（水） 

参加申込書等の受付 令和３年９月２８日（火）～１０月２７日（水） 

参加認定（不認定）の通知 令和３年１１月４日（木）発送予定 

企画提案書等の受付 令和３年１１月８日（月）～１１月２５日（木） 

プレゼンテーション 令和３年１２月２４日（金）（予定） 

事業者決定及び選考結果通知 令和４年１月上旬 

詳細協議 令和４年１月上旬～１月中旬 

契約 令和４年１月中旬～１月下旬 

業務開始 令和４年４月１日（金）～ 
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２ 事務手続きの流れ 

  応募から委託業務開始までは以下の流れで進めていきます 

参加申込書及び関係書類の提出   

参加申込書及び関係書類を提出していただきます。 

 

参加資格等の確認 

    応募者が資格要件等を満たしているか、書類に不備がないかを確認します。 

               

審査結果の通知 

  審査結果及びプレゼンテーションの日程等について文書で通知します。 

        

企画提案書の提出 

    参加認定とされた応募者については、企画提案書、関係書類及び見積書を提出してい

ただきます。 

          

事業者選定委員会の開催 

 事業者選定委員会にて、プレゼンテーションを実施していただきます。 

        

優先交渉権の決定 

企画提案書及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価し、最優秀提案者を優先交 

渉権者とします。 

なお、応募者が１社のみ場合には、評価点合計が総評価点の６割以上で、かつ、見積

金額が委託料の限度額以下の提案であれば優先交渉権者として決定します。 

      

詳細協議及び契約 

優先交渉権者と詳細協議を実施し、契約を行います。 

協議が整わなかった場合や優先交渉権者が辞退した場合には、次点の事業者と協議及 

び契約を行うことがあります。 

 

委託業務開始 

契約日の翌日から３月３１日までは準備期間としますので、令和４年４月１日から 

   業務が円滑に行われるように、必要な準備を行っていただきます。 
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Ⅵ 必要書類チェック表 

 

１．応募時 ⑤～⑧については提出日の３か月以内に発行されたもの 

 

 

２．企画提案時 

 

 

 

NO 書類名称 チェック 備  考 

 ① 参加表明書兼誓約書（様式１－１）   □  

 ② 法人概要（様式１－２）   □  

 ③ 類似業務の実績（様式１－３）   □  

 ④ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類す

る書類 

  □  

 ⑤ 法人の登記事項証明書（履歴全部事項証

明書） 

  □  

 ⑥ 印鑑証明書   □  

 ⑦ 直近１年間の法人税、消費税及び地方消

費税の納税証明書（納税証明書その３の

３） 

   

□ 

 

 ⑧ 直近１年間の流山市税の納税証明書 

または納税義務のないことに係る申立書 

  □ 市内に事務所を有する法人

は流山市税の納税証明書 

 ⑨ 参加関係書類を提出した日の属する事業

年度の前年度、前々年度における財務諸

表 

   

□ 

キャッシュフロー計算書は

必須とする 

NO 書類名称 チェック 備  考 

 ① 企画提案書（様式２）   □  

 ② 職員配置（様式３） □  

 ③ 業務の実施体制（様式４）   □  

 ④ 業務の実施方針（様式５） □  

 ⑤ 業務に対する提案（様式６）   □  

 ⑥ 見積書及び内訳書（任意様式）   □ Ｐ６を参考に見積書及び内

訳書を作成すること 
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Ⅶ 問い合わせ先及び書類の提出先 

（１）住 所   〒２７０－０１９２ 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

（２）担当課名  流山市役所健康福祉部介護支援課（第二庁舎１階） 

（３）電 話   ０４－７１５０－６５３１（直通） 

（４）ＦＡＸ   ０４－７１５９－５０５５ 

（５）Ｅ-mail   kaigo@city.nagareyama.chiba.jp 

（６）担 当   介護認定係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


